
１中国四国管区行政評価局レポート

「農地関連手続の登記情報提供サービスの活用の推進に関する情報収集結果」（概要）

○

○

○

背景事情
管内の行政相談委員から、

農地の所有権移転等に係る申
請等では、登記所が発行する
登記事項証明書でなければ許
可申請書等を受理できないと
している農業委員会等（以下、
農委）があるとの情報が寄せ
られた。

農地の所有権移転等に係る
申請等では、申請書に登記所
が発行する認証文と公印が付
加された登記事項証明書の添
付が必要。
しかし、登記情報提供サー

ビスにより取得した照会番号
を農委に提出する場合、同証
明書の添付は要しないことと
されている。(資料１参照）

情報収集結果の概要

農地の所有権移転等に係る申請等の際に、
登記情報提供サービスで取得した登記情報
(資料3参照）を添付した申請書等については、
中国５県107農委中、74農委で受付実績な
し。

上記74農委に対し、照会番号を利用した
手続の導入・活用に関する意識調査を行っ
たところ以下のとおり。

○ 導入・活用していない理由（資料 2参照、以下同

じ。）は、「具体的な導入手続・活用方法が不
明【 26農委】」が最も多い。

○ 導入・活用に当たって必要な支援につい
て、
「説明会の開催やマニュアルの提供などの
支援をしてほしい。【 27農委】」
「農業委員会等が参考にする県作成の農地
法関係の事務処理要領等に、登記事項証明
書の添付を要しない場合の具体例を明記し
てほしい。【 20農委】」
などの意見あり。

○

当局からの情報提供
令和5年12月に、中国四国農政局に

情報収集結果を提供した。

①

②

中国四国農政局の対応
中国四国農政局は、以下のとおり対応

した。

管内地方公共団体の農政担当部局を
対象とした、中国四国農政局が主催
する会議において、登記情報提供
サービスの操作方法などを資料とし
て、登記情報提供サービスの導入・
活用に係る具体的な説明を行った。
管内の各県及び農委に対し、農地法

施行規則及び国事務処理要領におけ
る「土地の登記事項証明書」を「登
記情報提供サービスから取得した照
会番号」に代えることができること
を明確にし、周知した。



（資料1） 登記情報提供サービス活用による効果
２

。

登記情報提供サービス

登記所が保有する登記情報をインターネット上で確認できる、法務大臣の指定法人が提供するサービス。行政機関等へのオンライン
申請等の際には、登記事項証明書に代えて申請する場合に必要となる符号（照会番号）を同サービスで取得することが必要（ホーム
ページ：https://www1.touki.or.jp/gateway.html）

効果 申請者等は、登記事項証明書の代わりに照会番号を用いることができ、許可申請書等を提出するまでの時間の短縮が可能
また、照会番号の取得により、経費節減も可能（注2）

（注）1 登記情報提供サービスのホームページを参考に、中国四国管区行政評価局が作成
2 照会番号の取得費用は、1件につき332円（登録利用をする場合には、別途登録費用が必要）。登記所への訪問による登記事項証明書の取得費用は、1件につき600円。登記・供託オンライン申請システ
ム（法務省）により、登記事項証明書を入手した場合は、1件につき500円など



 

３
（資料2） 登記情報提供サービスを導入・活用していない理由、国からの支援の必要性

登記情報提供サービスを導入・活用していない理由

① 導入する際の具体的な手続・活用方法が分からない【 26農業委
員会等】
② 住民からのニーズがない【 17農業委員会等】
③ 導入・活用の予定があり準備中【14 農業委員会等】
④ その他、未回答【 17農業委員会等】

(注) 母数は、当局の意識調査で「登記情報提供サービスで取得した登記情報
で申請を受理したことがない」と回答した74農業委員会等

支援が必要と回答したものの
うち、必要とする支援の内容

(注) 左表で、「導入する際の具体的な手続・
活用方法が分からない。」「導入・活用予定
があり、現在準備中である。」と回答した
40農業委員会等を対象（複数回答可）

導入・活用に当たって、必要とする国からの支援内容

① 説明会の開催やマニュアルの提供などの支援 【 27農業委員会等】
② 県作成の農地法関係の事務処理要領等に登記事項証明書の添付を
要しない場合の具体例を明記【20 農業委員会等】
③ その他【 4農業委員会等】
(注) 母数は、当局の意識調査で、国による支援について「支援は必要」と回答
した32農業委員会等 (複数回答可)



４
（資料3） 照会番号について

登記情報提供サービスから得られる
照会番号（イメージ） （参考）登記事項証明書（全部事項証明書）

20**/**/** **：** 現在の情報です。
発行年月日： 20**/**/**
照会番号：**********

登記情報には、
認証文と公印が

【電子データ】

照会番号の有効期間は発行年月日から 100日間です。

（注） 登記情報提供サービスのホームページを参考に、中国四国管区行政評価局が作成

【紙文書】

付加されない




